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令和８年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験 養護教諭解１／５

志願種別 養護教諭 教科科目 教科・科目試験 受験番号 氏名

１ ２０点（２点×１０＝２０点）

①
〈解答例〉

②
〈解答例〉

③
〈解答例〉

④
〈解答例〉

⑤
〈解答例〉

ウ セ ス サ カ

⑥
〈解答例〉

⑦
〈解答例〉

⑧
〈解答例〉

⑨
〈解答例〉

⑩
〈解答例〉

エ シ オ ケ コ

①と②は順不同

２ ２７点

（１）１０点（２点×５＝１０点）

①
〈解答例〉

②
〈解答例〉

③
〈解答例〉

教育活動 健康観察 スクリーニング

④
〈解答例〉

⑤
〈解答例〉

健康課題 健康教育

（２） ８点（２点×４＝８点）

〈解答例〉 〈解答例〉
①

実測体重
②

身長別標準体重

③
〈解答例〉

④
〈解答例〉

２０ 上回った

（３） ９点（３点×３＝９点）

〈解略・・・評価基準〉

・「肥満」や「やせ」といった栄養状態や低身長、高身長、性早熟症の病気等を早期に見つける

ことができる。

以上の内容を主な観点として相対的に評価する。
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令和８年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験 養護教諭解２／５

志願種別 養護教諭 教科科目 教科・科目試験 受験番号 氏名

３ ２３点

（１）１４点（２点×７＝１４点）

①
〈解答例〉

②
〈解答例〉

③
〈解答例〉

セメント質 歯槽骨 歯肉

④
〈解答例〉

⑤
〈解答例〉

⑥
〈解答例〉

歯根膜 エナメル質 象牙質

⑦
〈解答例〉

歯髄

（２）９点（３点×３＝９点）

〈解答・・・評価基準〉

・発達段階や特性に合わせる指導が具体的に書かれていること。

・言葉かけやスキンシップを心がけ、指導は丁寧に行い、無理に強要しないこと。

以上の内容を主な観点として相対的に評価する。

４ １２点（２点×６＝１２点）

①
〈解答例〉

②
〈解答例〉

③
〈解答例〉

環境 確保 安全管理

④
〈解答例〉

⑤
〈解答例〉

⑥
〈解答例〉

健康診断 環境衛生検査 児童生徒等に対する指導

５ １６点（２点×８＝１６点）

①
〈解答例〉

②
〈解答例〉

③
〈解答例〉

オ・カ ア・ウ・エ・ク イ・キ
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令和８年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験 養護教諭解３／５

志願種別 養護教諭 教科科目 教科・科目試験 受験番号 氏名

６ ２５点

（１）９点（３点×３＝９点）

〈解答例〉 〈解答例〉 〈解答例〉

病原体 感染経路 感受性宿主

（２）２点（２点×１＝２点）

〈解答例〉 百日咳菌

（３）８点（２点×４＝８点）

① 〈解答例〉○イ ② 〈解答例〉○イ ③ 〈解答例〉○イ ④ 〈解答例〉○イ

（４）６点（６点×１＝６点）

〈解略・・・評価基準〉

・特有の咳が消失するまで

・５日間

・適切な抗菌薬が終了するまで

以上の内容を主な観点として相対的に評価する。

７ １２点（２点×６＝１２点）

(1)
〈解答例〉

(2)
〈解答例〉

(3）
〈解答例〉

８時間 ○ 毎学年３回

(4)
〈解答例〉

(5)
〈解答例〉

(6)
〈解答例〉

○ ○ ○
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令和８年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験 養護教諭解４／５

志願種別 養護教諭 教科科目 教科・科目試験 受験番号 氏名

８ ２４点

（１）①９点（３点×３＝９点）②６点（３点×２＝６点）

〈解略・・・評価基準〉

・安全確保、生命維持最優先

①
・適切な対処と迅速正確な連絡、通報

以上の内容を主な観点として相対的に評価する。

〈解略・・・評価基準〉

・状況把握

②
・傷病者の症状の確認

・応急手当

・協力要請

以上の内容を主な観点として相対的に評価する。

（２）９点（３点×３＝９点）

〈解略・・・評価基準〉

・普段の生活リズムを取り戻す。

・症状が必ず和らいでいくことを伝え、安心感を与える。

・児童生徒等が嫌がることはしない。

以上の内容を主な観点として相対的に評価する。
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令和８年度秋田県公立学校教諭等採用候補者選考試験 養護教諭解５／５

志願種別 養護教諭 教科科目 教科・科目試験 受験番号 氏名

９ ２５点

（１）６点（２点×３＝６点）

① 〈解答例〉 ② 〈解答例〉 ③ 〈解答例〉
社会 ３０ 病気

（２）１０点（２点×５＝１０点）

① 〈解答例〉サ ② 〈解答例〉ウ ③ 〈解答例〉コ ④ 〈解答例〉オ ⑤ 〈解答例〉イ

（３）９点（３点×３＝９点）

〈解略・・・評価基準〉

・健康的状態等の客観的な把握

・教育機会の確保

・学校以外とのつながり

以上の内容を主な観点として相対的に評価する。

10 １６点（８点×２＝１６点）

〈解略・・・評価基準〉

・医薬品を決められた量を超えてたくさん飲んでしまうこと

（１） ・本来の目的以外の使用。

・健康被害が起こる。

以上の内容を主な観点として相対的に評価する。

〈解略・・・評価基準〉

・月経前症候群

（２） ・月経開始の３～10日くらい前

・身体的症状、心の症状

以上の内容を主な観点として相対的に評価する。
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